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宮城県警察職員の安全管理に関する訓令の制定について（通達）

県警察職員（以下「職員」という。）の安全管理については、警察航空機、警察船舶、

車両運転等の業務の態様等に応じて、それぞれに対策を講じているところであるが、この

たび、各種警察業務を遂行する上で、職員の安全を確保し、もって適正な業務環境の形成

に資するため、別添のとおり、宮城県警察職員の安全管理に関する訓令（平成１８年宮城

県警察本部訓令第１２号。以下「訓令」という。）を制定し、平成１８年６月１日から施

行することとしたので通達する。

なお、訓令は、警察業務全般における組織的な安全管理に関する基本的事項を定めたも

のであることから、所属職員に周知徹底するとともに、下記事項に留意の上、効果的な運

用に努められたい。

記

１ 制定の趣旨

労働者の安全と衛生に関しては、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下

「法」という。）によって規定されているところであり、法では、事業所の規模や業種

に応じて、「総括安全衛生管理者」等を選任の上、管理体制を構築することが義務付け

られている。

このうち、衛生管理に関する事項については、宮城県警察職員の健康管理に関する訓

令（平成１８年宮城県警察本部訓令第８号。以下「健康管理訓令」という。）により、

法に基づく管理体制等を規定しているところであるが、安全管理に関する事項について

は、法に定める基準に該当しないことから、組織全体を対象とした総括的な規定の整備

には至っていない状況にあった。

このため、法に定められた設置義務のいかんにかかわらず、法の定めに準じた自主的

な安全管理体制の構築を図り、職員の職務上における安全の確保に万全を期すこととし

たものである。

２ 運用及び解釈について

(1) 目的（第１条関係）

訓令は、法に定める安全衛生管理に関する事項のうち、安全管理に係るものについ

て定めたものであり、県警察全体の安全管理業務の基本として、職場における職員の

安全確保について必要な事項を明確に定めたものである。

(2) 職員の責務等(第２条関係)

職員に対して、組織が実施する安全管理上の措置に従うべきことを規定するとと

もに、安全に関する自己管理に努めることを明確にした。

(3) 総括安全衛生管理者の選任（第３条及び第４条関係）

法では、法に定める職場に総括安全衛生管理者を置き、職場における安全管理と衛



生管理の業務を統括管理することを義務付けている。本県警察における事業所規模に

おいて、総括安全衛生管理者を選任する法的義務はないが、法の規定を準用し、県警

察の安全管理に関する統括責任者として、警務部長を総括安全衛生管理者に充てるこ

ととした。なお、法に定める総括安全衛生管理者の職務のうち、職員の衛生管理に関

することは、健康管理訓令の定めるところによるものとし、安全管理に関する事項の

みを訓令で規定するものである。

また、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第３条の規定に基づき、

総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行う

ことができない場合の代理者として、警務部警務課長を充てることとした。

(4) 安全管理責任者等の選任（第５条及び第６条関係）

所属長を安全管理責任者に、各所属の管理官、副署長、次長等を安全管理担当者に

選任し、所属単位の安全管理に関する責任体制の確立とその基本的職務を明確に定め

た。

(5) 作業主任者の選任（第７条関係）

法は、労働災害を防止するための管理を必要とする危険又は有害な設備若しくは作

業について、その危険防止の事項を担当させるため、都道府県労働局長の免許を受け

た者又は一定の技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任することについて

規定している。法に基づく作業主任者の選任を要する作業は、労働安全衛生法施行令

（昭和４７年政令第３１８号）第６条に列挙されており、そのうち県警察において関

係するものは、ボイラー（小型ボイラーを除く。）の取扱い作業及び放射線業務に係

る作業が該当する。

そのため、当該選任に関する規定を明確にし、その選任状況を組織的に管理するた

め、該当する業務につき、安全管理責任者が当該業務に従事する有資格者を作業主任

者として選任することを明確に規定するとともに、その選任状況を総括安全衛生管理

者に報告することを定めた。

(6) 安全委員会の設置（第８条、第９条、第１０条及び第１１条関係）

法は、特定の業種について、その事業所の規模に応じ、安全委員会の設置を義務付

けている。県警察の場合、法に基づく安全委員会の設置義務はないが、組織全体の安

全管理に関する総括的な審議機関として、警察本部に総括安全衛生管理者を委員長と

し、各部（局）庶務担当課長を委員とする安全委員会を設置することとした。

(7) 安全管理に関する教育（第１２条関係）

職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、安全管理責任者及び安全管理担当

者は、所属の職員に対し、安全管理に関する教育を積極的に行うこととし、必要に応

じて検討会等を開催の上、安全管理に関する職員の意見・要望等の把握に努めること

を明確に定めることとした。

(8) 危険防止のための措置（第１３条、第１４条及び第１５条関係）

安全管理責任者及び安全管理担当者は、庁舎、訓練施設等を随時巡視し、安全管理

上改善すべき事項の把握に努めるとともに、災害等の発生時には、直ちに業務の中断、

職員の退避等の必要な措置を講じるほか、速やかに再発防止に向けた対策を講じるこ

とを明確に定めることとした。


